
９月定例会議決結果

９月定例会の議案のうち、２７年度補正予算議案等の市長提出議案は３０ 件、請願１件、陳情２件は各常

任委員会及び一般会計決算審査特別委員会でそれぞれ審査（人事案件は常任委員会で審査せず、初日に採決）

したのち、また議会提出議案５件は直接、本会議において下記のとおり議決しました。

（各委員会審査状況は１６ページから２１ページをご参照ください。）

所　属　議　員　名

佐藤武男、井畑隆二、小川徹、宮島信人、中村功、稲垣富士雄、佐久間敏夫

川﨑孝一、若月学、比企広正、今田修栄、小柳　肇、宮崎光夫

入倉直作、渡部良一、小坂博司、小林誠

湯浅佐太郎、板垣功、水野善栄

加藤和雄、宮村幸男、佐藤真澄

渡邊喜夫、石山洋子

※中野廣衛議員、阿部聡議員は会派に属していません。
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２６年度決算

西部工業団地造成事業特別会計 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

食品工業団地造成事業特別会計 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

コミュニティバス事業特別会計 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

藤塚浜財産区特別会計 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

水道事業会計（利益の処分及び決算） 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

その他

市道路線の廃止について 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

市道路線の認定について 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

意見書

地方創生に係る新型交付金等の財源確保を求める意見書 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

ＩＣＴ利活用による地域活性化とふるさとテレワークの推進を求める意見書 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

地方財政の充実・強化を求める意見書 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

学費と教育条件の公私間格差是正にむけ、私学助成の増額・拡充を求める意見書

（国会及び関係行政庁あて）
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

学費と教育条件の公私間格差是正にむけ、私学助成の増額・拡充を求める意見書

（新潟県知事あて）
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

透析患者通院支援交通に関する請願書 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

市の公文書受理方法の改善を求める陳情書 経済建設 否決 × × × × × × × × 0 26

ヨコミゾ設計士への損害賠償請求を求める為の陳情書 総務 否決 × × × × × × × × 0 26
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人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

固定資産評価審査委員会委員の選任について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

条例の全部改正

新発田市個人情報保護条例 総務 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 23 3

条例の一部改正

新発田市情報公開・個人情報保護審査会条例 総務 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 23 3

新発田市職員退職手当支給条例 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

新発田市手数料条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 23 3

新発田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

新発田市月岡カリオンパーク設置及び管理に関する条例 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

２７年度補正予算

一般会計（第２号） 分割付託 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

国民健康保険事業特別会計（第２号） 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

介護保険事業特別会計（第２号） 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

後期高齢者医療特別会計（第２号） 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

下水道事業特別会計（第２号） 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

一般会計（第３号） 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

２６年度決算

一般会計 決算審査 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

土地取得事業特別会計 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

国民健康保険事業特別会計 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

介護保険事業特別会計 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

後期高齢者医療特別会計 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

簡易水道事業特別会計 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

農業集落排水事業特別会計 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

下水道事業特別会計 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0

宅地造成事業特別会計 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 0
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　「総務」　　：総務常任委員会 ※　３

　「社会文教」：社会文教常任委員会

　「経済建設」：経済建設常任委員会

　「決算審査」：２６年度一般会計決算審査特別委員会

　「分割付託」：各常任委員会に分割して付託されたもの

　　但し、審査した委員会がない案件は本会議で即決 ※　４

「否決」：賛成少数または賛成なしにより否決、不採択等と議決したもの

※　１

※　２ 「可決」：全員賛成または賛成多数により可決、推薦、承認、採択等と議決した

　　　　　もの

「○」：会派構成議員全員または各無所属議員がその議案等に対して賛成

　　　　したもの

「×」：会派構成議員全員または各無所属議員がその議案等に対して「賛

　　　　成以外」のもの

議長は地方自治法第１１６条により表決には参加しないため、表決に参加す

る全議員数は26人です。

（４）（５）


